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１．はじめに
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２．マイナ保険証とは？ マイナ保険証のメリット（安心）とは？
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メリットは？
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3．マイナ保険証利用のためのステップ
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①マイナンバーカードの取得

②マイナ保険証の利用登録

マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、ご自身で
「保険証利用登録」を行う必要があります。

マイナンバーカードの保険証利用登録には３つの方法があります。

③事業主へマイナンバーを提出

就職や転職をした場合は、マイナンバーを会社にご提出お願いいたします。

※マイナポータルとは・・・
政府が運営するオンラインサービスです。

パソコンやスマートフォンからログインが可
能で、各種行政手続きの申請や、所得・税
等の情報を確認することができます。
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4.マイナ保険証の利用登録①
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4.マイナ保険証の利用登録②
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4.マイナ保険証の利用登録③
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5．マイナ保険証で医療機関を受診する際の流れ
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6．カードリーダーが使えない場合に医療機関を受診する際の方法
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7．発行済みの健康保険証について
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令和6年（2024年）12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなりますが、
現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年（2025年）12
月1日まで使用できます。
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８．マイナ保険証を持っていない方の医療機関受診方法
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９．2024年12月2日以降の受診方法
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10.主な変更点・留意点（健康保険証とマイナンバーカードの一体化）
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（1）加入者の皆様へ「資格情報のお知らせ」を発行

（2）マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を発行

（3）従業員の方が退職された際の保険証等の返却について

（4）データ登録未完了のお知らせ、完了のお知らせの送付
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11.資格情報のお知らせ

14



機密性1

【送付物イメージ】
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医療保険のデータベースに登録されてるマイナンバーの下4桁を
表示しており、ご確認いただきます。
※マイナンバーの未提出等により、当協会が正確なマイナンバーが把握
できていない場合、記載しておりません。

マイナンバーの下4桁が記載されています。１

令和6年12月から以下の場合に使用できます。
点線で切り取って大切に保管ください。

資格情報のお知らせです。２

１

２

●健康保険の各種給付金等の申請
に必要な健康保険の記号・番号を
知ることができます。

給付金等の
申請に！

●オンライン資格確認システム※を導
入していない医療機関や健診機関
等でもマイナ保険証と併せて受診で
きます。

医療機関等の
受診時に！

※ 健康保険の資格情報等が確認できるシステム

※マイナンバーの紐づけができていない方については、マイナンバーの
下４桁は記載がありません。マイナンバーの提出をお願いするた
め、申出書を同封します。
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11.資格情報のお知らせ
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12.資格確認書
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12.資格確認書
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12.資格確認書
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13.従業員の退職等の際の健康保険証等の返却について
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15.データ登録未完了のお知らせ、完了のお知らせ
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①データ登録未完了のお知らせ
令和6年12月2日以降に資格取得手続きが行われた者のうち、資格取得届等にマイ
ナンバーが記載されていない加入者
②データ登録完了のお知らせ
①の対象者のうち、マイナンバーを収録したことで中間サーバーへ資格情報を登
録できた加入者

＜データ登録未完了のお知らせ、完了のお知らせの概要＞
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16.マイナ保険証に関する問い合わせ先について
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「通知カード」「個人番号カード」に関することやその他マイナンバー制
度に関するお問い合わせ先 0120-95-0178
※マイナンバー制度やマイナンバーカードに関する一般的なお問い合わせは、国の
マイナンバー総合ダイヤルにお願いします。

（国）マイナンバー総合フリーダイヤル

・協会けんぽでは、「資格情報のお知らせ」の送付に併せて、
専用のコールセンターを設置します。 ☎ 0570-015-369
●マイナ保険証、オンライン資格確認
●資格情報のお知らせ
●資格確認書 等
・設置期間：令和６年９月２日から令和８年２月28日（予定）
・平日 ８：３０ から １７：１５ まで（土日祝日年末年始除く）

（※）上記のコールセンターでは、以下の言語について対応予定です。
加入者等・オペレーター・通訳者の三者通話となります。

英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・
インドネシア語・ネパール語・ビルマ語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・

マレー語・クメール語・モンゴル語・シンハラ語・ヒンディー語・ベンガル語・ウルドゥー語

（協会）マイナンバーコールセンター
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【参考】12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認について
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令和6年11月21日

社会保障審議会

医療保険部会

資料３
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【参考】12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認について
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令和6年11月21日

社会保障審議会

医療保険部会

資料３
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【参考】12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認について
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令和6年11月21日

社会保障審議会

医療保険部会

資料３
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【参考】12月2日以降の医療機関の窓口等における資格確認について
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令和6年11月21日

社会保障審議会

医療保険部会

資料３
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【参考】12月2日以降の医療機関の窓口等における資格確認について
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令和6年10月31日

社会保障審議会

医療保険部会

資料２
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【参考】資格確認書の交付対象について
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令和6年11月21日

社会保障審議会

医療保険部会

資料３
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